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群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
七
月
四
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
五
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年

群
馬
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
三
の
見
出
し
中
「
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
事
業
」
を
「
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

３ 

法
第
十
四
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
九
条
第
九
項
に
規
定
す

る
従
事
者
証
の
再
交
付
の
申
請
は
、
再
交
付
申
請
書
（
亡
失
届
出
書
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す 

る
。 

４ 

省
令
第
十
三
条
の
九
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
又
は
代
表
者
の

氏
名
の
変
更
の
届
出
は
、
住
所
等
変
更
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

省
令
第
十
三
条
の
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
住
所
又
は
氏
名
の
変
更
の
届
出
は
、
住
所
等
変
更

届
出
書
に
当
該
従
事
者
証
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

６ 

省
令
第
十
三
条
の
九
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
者
証
の
亡
失
の
届
出
は
、
再
交
付
申
請
書

（
亡
失
届
出
書
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条
の
二
第
三
項
中
「
軽
微
事
項
変
更
届
出
書
」
を
「
軽
微
事
項
等
変
更
届
出
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、
第
二
条
の
三
の

指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
関
す
る
書
類
、
第
三
条
の
二
の
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
に
関
す
る
書
類
、

第
六
条
の
二
の
麻
酔
銃
猟
許
可
に
関
す
る
書
類
」
を
加
え
、
「
を
提
出
す
る
と
き
は
知
事
に
、
そ
れ

ぞ
れ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中 
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」 

を 「 

    

に
、 

「 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
号
中 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
の
二
別
紙
５
中
「 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
号
の
四
中
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め 

る
。 

 
 
 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
別
記
様
式
第
五
号
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
様
式
中

「 
 

 

」
と
あ
る
の
は
、
「 

 
 
 

 
 

 

」
と
す
る
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り 

■ 

規 
 

則 

 
第
９
条
第
９
項
（
許
可
証
（
鳥
獣
捕
獲
等
）
又
は
従
事
者
証
）
、
第
１
５
条
第
７
項
（
指
定
猟
法
許
可
証
）
、
 

第
２
４
条
第
６
項
（
販
売
許
可
証
）
、
第
３
５
条
第
８
項
（
承
認
証
（
承
認
対
象
捕
獲
等
）
）
、
 

第
４
６
条
第
２
項
（
狩
猟
免
状
）
、
第
６
１
条
第
５
項
（
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
）
 

第
９
条
第
９
項
（
許
可
証
（
鳥
獣
捕
獲
等
）
又
は
従
事
者
証
）
、
 

第
１
４
条
の
２
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
９
条
第
９
項
（
従
事
者
証
）
、
 

第
１
５
条
第
７
項
（
指
定
猟
法
許
可
証
）
、
第
２
４
条
第
６
項
（
販
売
許
可
証
）
、
 

第
３
５
条
第
８
項
（
承
認
証
（
承
認
対
象
捕
獲
等
）
）
、
第
４
６
条
第
２
項
（
狩
猟
免
状
）
、
 

第
６
１
条
第
５
項
（
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
）
 

」 

第
７
条
第
１
２
項
（
許
可
証
（
鳥
獣
捕
獲
等
）
）
、
第
７
条
第
１
３
項
（
従
事
者
証
）
、
 

第
１
１
条
の
２
第
１
０
項
（
承
認
証
（
対
象
狩
猟
鳥
獣
捕
獲
等
）
）
、
 

第
１
５
条
第
７
項
（
指
定
猟
法
許
可
証
）
、
第
２
４
条
第
６
項
（
販
売
許
可
証
）
、
 

第
４
２
条
第
６
項
（
承
認
証
（
承
認
対
象
捕
獲
等
）
）
、
第
５
０
条
（
狩
猟
免
状
）
、
 

第
６
５
条
第
１
０
項
（
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
）
 

第
７
条
第
１
３
項
（
許
可
証
（
鳥
獣
捕
獲
等
）
）
、
第
７
条
第
１
４
項
（
従
事
者
証
）
、
 

第
１
１
条
の
２
第
１
０
項
（
承
認
証
（
対
象
狩
猟
鳥
獣
捕
獲
等
）
）
、
 

第
１
３
条
の
９
第
７
項
（
従
事
者
証
）
、
 

第
１
５
条
第
７
項
（
指
定
猟
法
許
可
証
）
、
第
２
４
条
第
６
項
（
販
売
許
可
証
）
、
 

第
４
２
条
第
６
項
（
承
認
証
（
承
認
対
象
捕
獲
等
）
）
、
第
５
０
条
（
狩
猟
免
状
）
、
 

第
６
５
条
第
１
０
項
（
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
）
 

第
７
条
第
１
１
項
（
許
可
証
（
鳥
獣
捕
獲
等
）
）
、
第
７
条
第
１
２
項
（
従
事
者
証
）
、
 

第
１
１
条
の
２
第
９
項
（
承
認
証
（
対
象
狩
猟
鳥
獣
捕
獲
等
）
）
、
 

第
１
５
条
第
６
項
（
指
定
猟
法
許
可
証
）
、
第
２
４
条
第
５
項
（
販
売
許
可
証
）
、
 

第
４
２
条
第
５
項
（
承
認
証
（
承
認
対
象
捕
獲
等
）
）
、
 

第
７
条
第
１
１
項
（
許
可
証
（
鳥
獣
捕
獲
等
）
）
、
第
７
条
第
１
２
項
（
従
事
者
証
）
、
 

第
１
１
条
の
２
第
９
項
（
承
認
証
（
対
象
狩
猟
鳥
獣
捕
獲
等
）
）
、
第
１
３
条
の
９
第
５
項
、
 

第
１
３
条
の
９
第
６
項
（
従
事
者
証
（
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
）
）
、
 

第
１
５
条
第
６
項
（
指
定
猟
法
許
可
証
）
、
第
２
４
条
第
５
項
（
販
売
許
可
証
）
、
 

第
４
２
条
第
５
項
（
承
認
証
（
承
認
対
象
捕
獲
等
）
）
 

禁
錮

 
拘
禁
刑

 

軽
微
事
項
変
更
届
出
書

 
軽
微
事
項
等
変
更
届
出
書

 

拘
禁
刑

 
拘
禁
刑
又
は
禁
錮
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提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な 

す
。 

４ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。 

令和７年７月４日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 
 

番号 
指定に係る 
道路の種類 

指定に係る 
道路の位置 

指定に係る道路 
の延長及び幅員 

メートル 

指 定 番 号 
指定年月日 

１ 
 

法第４２条第１
項第５号に規定
する道路 

北群馬郡吉岡町大字上野
田字安田倉２５－１ 

延長 ５７．７０ 
幅員  ６．００ 

群馬県指令前土第３０４－１号 
令和７年５月１９日 

２ 法第４２条第１
項第５号に規定
する道路 

北群馬郡吉岡町大字下野
田字森下８７６－１７ 

延長 ３４．９５ 
幅員  ５．００ 

群馬県指令前土第３０４－３号 
令和７年６月２３日 
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                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 

■ 公  告 


